
 
                           
 

 

 
 

 

 

 
 
2008 年 7 月に発表された輸出入決済に係わる外貨管理強化策の一環として、10 月 1 日より輸入延払
決済に係わる新たな登記制度（「貨物貿易項目下外債登記」）が実施されますが、9月28日に国家外貨
管理局のホームページに関連する 3 つの文書（＊1）が掲載されましたので、その概要をご案内します。 

 
＊1：①｢企業貨物貿易項目下外債登記管理問題回答（第三期）  

   → http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308092901.pdf    

      ②｢貿易与信登記管理システム（延払部分）操作手引」  

     → http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308092902.pdf   

      ③｢企業の延払登記管理業務を行うことの関連問題に関する通知｣（匯発【2008】46 号） 

      → http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308092903.pdf 
 
なお、当初の通知（＊2）において解釈が不明で、今回の通知において明確となった主な点は以下の通
りです。また、次頁の表は今回の通知を踏まえた「輸入延払登記」制度の概要です。 
 

＊2：①「企業貨物貿易項目下外債登記管理の実施に関する通知」 （匯発【2008】30 号） 

→ http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308070902.pdf  

 

②｢企業貨物貿易項目下の外債登記管理問題への回答(第一期)  
 ｢企業貨物貿易項目下の外債登記管理問題への回答(第二期)  

      → http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/308090304.pdf   

 

■ 今回の通知で明確となったポイント： 

 

 10 月 1 日より前に通関した輸入延払の取扱いについて： 

10 月 1 日以降の延払登記の対象は、①10 月 1 日以降新たに締結する輸入契約で、約定した対

外支払日が税関の輸入通関申告書発行日から 90 日超のもの、及び②10 月 1 日より前に締結し

た輸入契約で、10 月 1 日以降通関を行い、約定した対外支払日が税関の輸入通関申告書発行

日から 90 日超のもの。（従って、10 月 1 日より前に通関し、ユーザンス期間が通関後 90 日超で

10 月 1 日以降に決済日が到来する延払は、10 月 1 日以降の登記不要。） 

 

 輸入延払登記の対象となる取引： 

T/T(送金)及び D/A（取立て）。（L/C は登記不要。） 

 

 輸入延払の対外決済限度額について： 

通関後 90 日超の延払年度対外支払額の累計は、原則、前年度輸入外貨支払総額の 10%以内。 

延払年度対外支払限度額が不足する場合、外管局は企業の実需等に基づき、限度額の調整を

行う。（増加後の最大枠：大型プラント生産企業⇒前年度輸入支払総額の 30%以内、その企業⇒

同 20%以内。） 

 
 

＜特集号＞ 

SEPTEMBER 29TH 2008  

トピックス：中国における輸入延払決済の外貨管理に係わる追加通知について 



 
 

  

 

2

SEPTEMBER  29TH 2008 

 

■ 輸出入決済に係わる外貨管理強化の概要： 
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